
○
佐
倉
市
心
身
障
害
者
福
祉
作
業
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
規
則
七
号
） 

新 

旧 
（
趣
旨
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
佐
倉
市
心
身
障
害
者
福
祉
作
業
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
（
平
成
六
年
佐
倉
市
条
例
第
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
佐
倉
市
心
身
障
害
者
福
祉
作
業
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
（
平
成
六
年
佐
倉
市
条
例
第
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
休
所
日
及
び
開
所
時
間
） 

 

第
二
条 

佐
倉
市
心
身
障
害
者
福
祉
作
業
所
よ
も
ぎ
の
園
（
以
下
「
よ
も
ぎ
の
園
」
と
い
う
。
）

の
休
所
日
及
び
開
所
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
必
要
と
認
め
た
と

き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

休
所
日 

次
に
掲
げ
る
日 

 

イ 

土
曜
日
及
び
日
曜
日 

 

ロ 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る

休
日 

 

ハ 

一
月
二
日
か
ら
一
月
四
日
ま
で
及
び
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま

で 
 

二 

開
所
時
間 

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

（
利
用
許
可
の
申
請
） 

（
利
用
許
可
の
申
請
） 

第
二
条 

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
佐
倉
市
心
身
障
害
者
福
祉
作
業
所
（
以
下
「
福
祉

作
業
所
」
と
い
う
。
）
の
利
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
保
護
者
（
以
下

「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
指
定
管
理
者
（
条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条 

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
佐
倉
市
心
身
障
害
者
福
祉
作
業
所
（
以
下
「
福
祉
作

業
所
」
と
い
う
。
）
の
利
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
保
護
者
（
以
下
「
申

請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
佐
倉
市
心
身
障
害
者
福
祉
作
業
所
利
用
許
可
申
請
書
（
別
記
様
式

第
一
号
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
用
の
決
定
） 

（
利
用
の
決
定
） 

第
三
条 

指
定
管
理
者
は
、
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
の
上
、
利
用
の
可

否
を
決
定
し
、
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
条 

市
長
は
、
前
条
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
利
用
の
可
否
を

決
定
し
、
佐
倉
市
心
身
障
害
者
福
祉
作
業
所
利
用
許
可
（
不
許
可
）
通
知
書
（
別
記
様
式
第

二
号
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
利
用
の
制
限
） 

 
第
五
条 

市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
福
祉
作
業
所
の
利
用
を
制

限
し
、
若
し
く
は
停
止
し
、
又
は
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 
伝
染
性
疾
患
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

二 

条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
利
用
者
の
条
件
を
欠
い
た
と
き
。 

 

三 

そ
の
他
福
祉
作
業
所
の
管
理
運
営
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

（
利
用
終
了
の
手
続
） 

（
利
用
終
了
の
手
続
） 

第
四
条 

福
祉
作
業
所
の
利
用
者
が
利
用
を
終
了
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定
管
理
者
に
第
六
条 

福
祉
作
業
所
の
利
用
者
が
利
用
を
終
了
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
佐
倉
市
心
身
障



届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

害
者
福
祉
作
業
所
利
用
終
了
届
（
別
記
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 
指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
届
出
に
よ
り
利
用
の
終
了
を
決
定
し
た
と
き
は
、
届
出
者
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
届
出
に
よ
り
利
用
の
終
了
を
決
定
し
た
と
き
は
、
佐
倉
市
心
身
障
害

者
福
祉
作
業
所
利
用
終
了
決
定
通
知
書
（
別
記
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
届
出
者
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

（
利
用
者
負
担
金
の
支
払
） 

（
利
用
者
負
担
金
の
支
払
） 

第
五
条 

日
中
活
動
（
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
日
中
活
動
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受

け
た
利
用
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
利
用
者
負
担
金
の

う
ち
、
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
三
項

に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
給
付
費
を
控
除
し
た
額
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

日
中
活
動
（
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
日
中
活
動
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受

け
た
利
用
者
は
、
市
長
に
対
し
、
条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
利
用
者
負
担
金
の
う
ち
、
障

害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す

る
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
給
付
費
を
控
除
し
た
額
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。 

（
工
賃
） 

（
工
賃
） 

第
六
条 

指
定
管
理
者
は
、
福
祉
作
業
所
に
お
い
て
生
産
活
動
に
従
事
し
た
者
に
対
し
て
、
毎

月
定
め
る
日
に
、
そ
の
者
の
就
労
時
間
及
び
作
業
能
力
に
応
じ
て
工
賃
を
支
払
う
も
の
と

す
る
。 

第
八
条 

福
祉
作
業
所
に
お
い
て
生
産
活
動
に
従
事
し
た
者
に
対
し
て
、
毎
月
市
長
が
定
め

る
日
に
、
そ
の
者
の
就
労
時
間
及
び
作
業
能
力
に
応
じ
て
工
賃
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
南
部
よ
も
ぎ
の
園
の
利
用
の
申
請
等
） 

 

第
九
条 

第
三
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
管
理
者
（
条
例
第
十

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
管
理
す
る
南
部
よ
も
ぎ
の
園
に
お

い
て
は
、
指
定
管
理
者
は
、
市
長
と
の
協
議
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
た
取
扱
い
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
五
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
を
指
定
管
理
者
が
管
理
す
る
南
部
よ
も
ぎ
の
園
に

適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管
理
者
」

と
す
る
。 

 

（
委
員
会
の
組
織
） 

 

第
十
条 

市
長
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
中
か
ら
佐
倉
市
心
身
障
害
者
福
祉
作
業
所
管
理
運
営
委

員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
委
員
を
委
嘱
す
る
。 

 

一 

知
的
障
害
者
相
談
員 

一
人 

 
二 

手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
代
表
者 

一
人 

 
三 

保
護
者
会
代
表
者 

二
人 

 

四 
前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
地
域
及
び
福
祉
関
係
者
で
市
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の

七
人 

 

２ 

委
員
会
に
委
員
長
及
び
副
委
員
長
各
一
人
を
置
き
、
委
員
の
中
か
ら
互
選
す
る
。 

 

３ 

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。 

 

４ 

副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。 
 

（
委
員
会
の
会
議
） 



 

第
十
一
条 

委
員
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
委
員
長

が
会
議
の
議
長
と
な
る
。 

 

２ 

会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

３ 

会
議
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
委
員
会
の
庶
務
） 

 

第
十
二
条 

委
員
会
の
庶
務
は
、
よ
も
ぎ
の
園
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

（
補
則
） 

（
補
則
） 

第
七
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
福
祉
作
業
所
の
管
理
及
び
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。 

第
十
三
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
福
祉
作
業
所
の
管
理
及
び
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 
 

附 

則 
 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 


